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１．計画書 

 

 

 

相馬地方都市計画特別用途地区の決定（南相馬市決定） 

 

 

相馬地方都市計画特別用途地区を次のように決定する。 

種   類 面   積 備   考 

職住共存地区 

 

 

合  計 

約 122.6 ha 

 

 

約 122.6 ha 

南相馬市小高区内の第一種住居地域内全

域（文教ゾーンを除く）を「職住共存地区」に

位置付け、小規模な製造業の用途、作業場

床面積及び原動機出力の緩和を行う。 

「位置及び区域は計画図表示のとおり」 

 

 

 

理 由 

本市では、南相馬市第三次総合計画前期基本計画において、東日本大震災と原発事故からの復興の進展

に伴う新たな課題や、変化が著しい社会情勢等への迅速かつ柔軟な対応を図るものとし、政策の柱に「原子力

災害復興」を掲げ、旧避難指示区域の復興・再生、東日本大震災及び原発事故被災者への支援、環境の回

復、その他まちづくり全般の施策展開を進めることとしています。 

特に、本地区は平成２８年７月に避難指示区域が解除され、復興の緒に就いたところですが、現在指定して

いる都市計画用途地域では、地域の復興を牽引する地域に帰還する事業者の再建や新たな起業者が立地で

きず、地域復興の芽となる新たな活力が活用できていない状況にあります。 

当該地区は、これまでの職住近接型の土地利用特性を活かし、空き家・空き地の利活用を図るとともに、周辺

土地利用と調和した市街地内工業地の維持・形成を踏まえた、更なる帰還しやすい環境や起業しやすい環境

の整備を促進するため、第一種住居地域をベースに、小さな製造業（工場）として工場等の準工業地域で建築

可能な特定業種、かつ作業場の床面積の合計が６００㎡以下、原動機出力２０ｋｗ以下の工場のみを容認する

特別用途地区（職住共存地区）を決定しようとするものです。 

 

  



 

２．都市計画の決定に係る土地の区域 

 

新たに都市計画に含まれる土地の区域 

 

福島県南相馬市のうち、 

小高区
お だ か く

西町
にしまち

一丁目 及び 二丁目 の各一部の区域 

小高区
お だ か く

南町
みなみまち

一丁目 の全部の区域 

小高区
お だ か く

南町
みなみまち

二丁目 の一部の区域 

小高区
お だ か く

田町
た ま ち

一丁目 の一部の区域 

小高区
お だ か く

田町
た ま ち

二丁目 の全部の区域 

小高区
お だ か く

関場
せ き ば

一丁目 及び 二丁目 の各一部の区域 

小高区
お だ か く

上町
かみまち

一丁目 及び 二丁目 の各一部の区域 

小高区
お だ か く

仲町
なかまち

一丁目 及び 二丁目 の各一部の区域 

小高区
お だ か く

大町
おおまち

一丁目 及び 二丁目 の各一部の区域 

小高区
お だ か く

本町
もとまち

一丁目 及び 二丁目 の各一部の区域 

小高区
お だ か く

東町
ひがしまち

一丁目、二丁目 及び 三丁目 の各一部の区域 

小高区
お だ か く

大井
おおい

字観音前
かんのんまえ

 及び 字深町
ふかまち

 の各一部の区域 

小高区
お だ か く

岡田
おかだ

字北ノ内
きたのうち

、字養子坊
よ う し ぼ う

 及び 字薬師堂
や く し ど う

 の各全部の区域 

小高区
お だ か く

岡
おか

田
だ

字万ヶ
まんが

迫
さ く

 及び 字十王
じゅうおう

迫
さ く

 の各一部の区域 

小高区
お だ か く

吉名
よ し な

字宮
みや

迫
さ く

 及び 字宮
みや

迫
さ く

台
だい

 の各全部の区域 

小高区
お だ か く

吉名
よ し な

字玉
たま

ノ
の

木下
きのした

、字中坪
なかつぼ

、字玉
たま

ノ
の

木
き

平
だいら

、字長迫
ながさく

、字地蔵堂
じ ぞ う ど う

、字漆原
うるしばら

、字岩屋堂
いわやど う

 及び 字白山
はくさん

 の各

一部の区域 


